
クリエイティブ共創型生産性向上支援事業（経営課題可視化プロジェクト） 

業務委託仕様書 

佐賀県 

 

１ 事業名 

クリエイティブ共創型生産性向上支援事業（経営課題可視化プロジェクト）業務委託 

 

２ 事業の目的 

物価高騰や市場環境の急激な変化によって、地域経済や事業者に大きな影響を及ぼしている

状況の中、県内事業者が競争力を強化し、持続的な発展を図るためには、高付加価値化や業務効

率化など、生産性向上に向けた取組が不可欠である。 

本事業では、中小企業診断士や金融機関等の経営に関する専門家が有する知見と、クリエイ

ターが持つ発想力・表現力等を掛け合わせることにより、事業者が抱える経営課題を多角的に可

視化・改善方針を策定し、事業者と県内クリエイターとの共創を通じた生産性向上の取組への支

援を行うことにより、県内事業者の持続的な経営基盤の強化を図ることを目的とする。 

 

３ 委託業務 

（１） 専門家による経営課題可視化支援チーム（以下「可視化支援チーム」）の組成及び運営 

（２） クリエイティブ共創型生産性向上支援事業における成功事例の創出に関すること 

（３） 本事業に係る全体ディレクション 

 

４ 業務内容 

（１） 「可視化支援チーム」の組成及び運営 

 本事業における「可視化支援チーム」とは、統括クリエイター、経営に関する専門家、佐 

賀県、受託者などで構成される専門家チームをいう。当該チームは、対象事業者との協働に 

より経営コンサルティング視点及びデザイン経営視点を含む多角的な観点から、経営課題の 

可視化・整理を行うものとする。 

 

ア 「可視化支援チーム」との連携・共創に関する支援体制構築  

本事業の目的達成に向け、受託者は「可視化支援チーム」と効果的に連携し、生産性向上に 

資する共創を創出するための仕組み・体制を構築すること。 

  なお、「可視化支援チーム」のメンバー選定は、県との協議を経て決定すること。  

 

イ 「可視化支援チーム」を構成する専門家と役割 

▪ 統括クリエイター 

デザイン経営による課題抽出・改善提案・県内クリエイターとの調整等 
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▪ 経営に関する専門家 

経営課題の抽出、改善計画の立案を行う中小企業診断士、金融機関、商工関係団体等 

▪ 受託業者 

事業全体の進行管理、対象事業者と専門家との橋渡し等 

▪ 佐賀県 

事業全体の企画、予算管理等 

 

ただし、「可視化支援チーム」の実施内容に応じて、相談・連携する関係機関から情報提供 

や助言等を受ける場合がある。 

 

ウ 「可視化支援チーム」の支援対象 

▪ 対象者 

県内の中小・小規模事業者 

▪ 対象事業者数（想定） 

６事業者程度 

▪ 要件 

従前と比較して売上等が減少しており、かつ「可視化支援チーム」と協働で自社の課題 

整理に取り組む事業者であること。 

 

エ 支援回数 

受託者決定後から令和８年７月までに対象事業者ごとに５回以上実施すること。 

なお、日程については、関係者間と調整して決定すること。 

 

オ 1 回あたりの時間（想定） 

  ２時間程度 

 

（２） クリエイティブ共創型生産性向上支援事業における成功事例の創出に関すること。 

  「可視化支援チーム」との協働により可視化した経営課題に対して、県内クリエイターとの共

創による生産性向上の成功事例を３件程度創出することを目標とする。 

なお、本内容は、プロポーザルにおいて決定した受託者の企画提案内容に基づき、別途仕様

書協議を行い決定するが、以下ア～エは必ず行うこと。 

   

ア 「可視化支援チーム」の活用を希望する事業者の公募・選定 

事業者の公募については、県が実施するものとし、「可視化支援チーム」は、応募内容につ 

いて専門的観点から評価・助言等を行い、最終的な選定（６事業者程度）を行うものとする。 

 



イ 「可視化支援チーム」を活用した対象事業者ごとのプランの策定・実行 

以下、①～⑤の調査結果をもとに可視化された課題について、生産性向上につながる改善 

計画を策定、実行すること。 

 

① 現状ヒアリング（現場、フロー、業界全体の動向等を確認等） 

② 方針説明（調査計画案の方針説明、実施スケジュール調整等） 

③ 調査/経営コンサル視点（作業プロセス・動線、設備、資材管理、品質管理等） 

④ 調査/デザイン経営視点（ブランド、ビジュアル要素、UX/UI、ストーリー性等） 

⑤ 調査報告（調査結果の報告、可視化された経営課題に関する報告・共有等） 

 

ウ 上記①～⑤の調査結果から可視化された課題を踏まえ、生産性向上に資する改善計画を 

策定する。そのうえで、次の段階として、策定した改善計画に基づき、事業者と県内クリエ 

イターが共創して取り組む生産性向上のプロジェクトに対して経費の一部を支援する補助 

事業へとつなげる。 

補助金の交付申請を行う事業者に対しては、事業効果を最大化するため、統括クリエイ 

ター等の助言を踏まえ、適切な県内クリエイターをアサインすること。 

※補助事業の概要については、別紙を参照のこと。 

 

（３）本事業に係る全体ディレクション  

受託者は、本事業を効果的かつ円滑に推進するため、以下を含む事業全体のディレクション 

を行うこと。 

   

ア 「可視化支援チーム」及び対象事業者との関係調整 

イ 事業の進行管理・意思決定プロセス及び県との協議・報告の調整 

ウ 補助事業の活用による成功事例創出に向けた工程管理及びリスク管理   

エ 本事業の波及に関すること 

・ 本事業の取組や成果等を広くＰＲするための広報活動 

・ ポスター、チラシ、新聞広告、SNS 等による情報発信及び管理運営 

オ その他実施すべき事項 

・ 本事業を行う上で必要な打合せおよび資料の作成 

・ 専門家の選定及び支援に係る調整（謝金及び旅費の支払いを含む） 

・ 各種連絡調整 

・ その他本事業に係る付帯業務全般 

 

５ 事業スケジュール 

  県と協議の上、決定することとする。 



６ 完了報告等  

受託者は、委託業務の履行期間が満了したときは、直ちに業務の実施状況に関する完了報告 

書及び成果物を県産業政策課に提出し、検査を受けなければならない。 

・ 業務実績報告書(写真等含む) 

・ 成果物 

・ 調査報告等 

・ 各種会議、打合せ議事録  

 

７ 履行期間 

 契約締結日から令和９年（2027 年）２月 28 日まで 

 

８ 契約保証金 

当該契約に係る 100 分の 10 以上に相当する額。ただし、佐賀県財務規則第 115 条第 3項に

該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、または一部を減額して契約を締結する場合があ

る。 

 

９ 委託上限額 

15,466,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

10 代金の支払い方法 

完了払とする。ただし、受託者からの請求があれば委託料の５分の４を限度として前金払い

を可能とする。 

 

11 その他 

ア 事業の運営に必要かつ適切な人員配置を行うこと。 

イ 本委託業務の実施に当たっては、県と緊密な連携を取りながら進めるものとし、疑義が 

生じた場合は直ちに県と協議し、その指示に従うこと。 

ウ 本仕様書に定めのない事項については、県と協議し、その指示に従うこと。 

エ 本委託業務を実施するに当たり、第三者（県及び受託者以外の者）が所有する素材を用 

いる場合は著作権処理等を行うこと。 

オ 受託者が本委託業務において制作したデータやデザイン、写真、イラスト、文章等一切 

の著作権（著作権法第 21条から第 28 条までに定める全ての権利を含む）は県に帰属する 

ものとする。ただし、受託者が単に使用する場合には、県と協議するものとする。 
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